	様式第３号
	領収

	情報通信施設【一時停止・再開】申請書
	

	令和　　年　　月　　日

木島平村長　様

　次のとおり情報通信施設を　一時停止　・　再開　したいので、木島平村情報通信施設条例第１１条第２項及び同管理規則第４条第２項の規定により、手数料１，１００円を添えて申請します。

１

使用者

住所

行政区

電話番号

　８２－　　　　　
（携帯：　　　　　　-　　　　　　　　-　　　　　　　　）
氏名

２

端末設備の設置場所

※使用者の住所と同じ場合は省略

穂高・往郷・上木島　　　　　　　番地
行政区

有線番号

82-

３

一時停止・再開

の(希望)年月日

令和　　年　　月　　日

（一時停止日から３年を経過し、再開する場合は再加入負担金が必要となります。）
（一時停止の場合）
宅内装置の回収　（　する　・　しない　）
※上記太ワク内の必要事項について、もれなく記入してください。
※一時停止の場合、ＪＡＮＩＳインターネット加入者へ解除の案内（　済　・　未済　）
※再開の場合、宅内装置（　あり　・　なし　）


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　以下は、総務課・指定管理者の記入欄です　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

	決裁
	課　長
	係　長
	政策情報係
	ふう太ネット

	
	
	
	
	

	処理事項
	一時停止・再開手数料
	調定票の起票
	月　　日処理済
	政策情報係
	

	
	
	整理簿への記入
	月　　日処理済
	政策情報係
	

	
	
	納入通知書の発行
	月　　日処理済
	政策情報係
	

	
	一時停止・再開の処理
	月　　日処理済
	エスネット
	

	
	情報使用料
	調定票の起票
	月　　日処理済
	政策情報係
	

	
	
	更正簿（決議書）への記入
	月　　日処理済
	政策情報係
	

	
	
	賦課台帳への記入
	月　　日処理済
	政策情報係
	

	
	
	納入通知書の発行（随時分）
	月　　日処理済
	政策情報係
	


※一時停止の場合の再開期限　：　令和　　年　　　月　　　日（３年以内）
